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■ 講演の概要

未曾有の大震災から4年4か月が経過

した．同震災による人的被害は，死者と

行方不明者を合わせて2万人弱に及ん

だ．当時の被災状況を振り返る．

写真―1は，津波が押し寄せる気仙沼

合同庁舎の様子を捉えたものである．現

在は復旧しているが，法務局等の官署は

被災後に移転し，3階以下は未入居とい

う状況にある．写真―2は，炎に包まれ

る気仙沼湾の様子を捉えたものである．

写真―3は，仙台湾に散乱したコンテナ

の様子を捉えたものである．おびただし

い数の40ftコンテナが仙台港に散乱し

ている．写真―4は，八戸港の岸壁に漁

船が横倒しになり乗り上げてしまってい

る様子を捉えたものである．写真―5は，

全国から救援物資が集められた様子を

捉えたものである．道路寸断箇所や激し

い混雑などにより，各被災地のニーズに

対する物資の円滑な供給が困難な状況

にあった．写真―6は，仙台～福島間の

高速バスの運行が早期に開始され長蛇

の列が出来ている状況を捉えたもので

ある．

現在，東北運輸局では復興施策3本

柱を掲げ取り組んでいる．復興施策3本

柱とは，①沿岸部の鉄道を復旧させて

被災地の生活交通の確保を目指す「被

災地の足の確保」，②復興基盤が整いつ

つある太平洋沿岸エリアへの旅行需要

を回復させることを目指す「観光の復

興」，③被災地域の基幹産業である水

産業に貢献する造船業を立て直し，経

営基盤を強化することを目指す「造船業

の復興」である．

1――復興施策3本柱

1.1  被災地の足の確保

図―1は，太平洋沿岸部の鉄道の復旧

に向けた取組みを整理したものである．
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三陸鉄道北リアス線及び南リアス線

は，平成26年春に全線運行を再開した．

JR山田線の不通区間（宮古～釜石間）

においては，「JR山田線復興調整会議」

を設け，復旧方針の検討を進め，平成27

年2月に関係自治体，三陸鉄道，JRの3

者が三陸鉄道への運営移管を最終的な

方針として合意し，同年3月に着工した．

JR大船渡線の不通区間（盛～気仙沼

間）においては，「JR大船渡線復興調整

会議」を設け，復旧方針を検討し，震災

から2年が経過した平成25年3月から，

BRTの運行を開始している．

JR気仙沼線の不通区間（気仙沼～柳

津間）においては，「JR気仙沼線復興調

整会議」による復旧方針の検討を経て，

BRTによる仮復旧について合意し，平成

24年12月から運行を開始した．

JR石巻線の不通区間（浦宿～女川間）

においては，「JR仙石線・石巻線復興調

整会議」の検討を経て，女川町のまちづ

くりにあわせて，ルート及び女川駅を高

台に移設し，平成27年3月に全線で運行

が再開された．

JR仙石線の不通区間（高城町～陸前

小野間）においては，「JR仙石線・石巻線

復興調整会議」の検討を経て，東名・野

蒜駅周辺を高台に移設し，平成27年5月

に全線で運行が再開された．

JR常磐線においてはやや複雑な状況

にある．津波による被害を受けた区間に

おいては，「JR常磐線復興調整会議」を

設け，まちづくりと一体となった復旧計

画を策定し工事を実施している．一方，

福島第一原発の事故に伴い帰還困難区

域等に指定された区間においては，「浜

通りの復興に向けたJR常磐線復旧促進

協議会」を立ち上げ，検討を進め，平成

27年3月に当該区間の開通等の見通しを

公表した．同協議会では，国土交通副

大臣及び復興副大臣を座長とし，また県

部長や沿線市町の副首長にはオブザー

バーとして入っていただき議論を進めて

いる．

被災地の生活交通の確保について

は，バス交通や乗合タクシー等を上手く

組み合わせた円滑な運営の確保に取り

組んでいる．特に，地域間輸送において

は，バス交通の輸送量要件（15人/日以

上）の緩和，路線バス以外の貸切バスも

補助対象になるよう補助対象系統の緩

和，減価償却費に加え中古車を含む車

両購入も補助対象となるようバス車両補

助の緩和など，様 な々要件緩和を通じた

支援を行っている．

1.2  観光の復興

東北地方の外国人延べ宿泊人数は，

平成22年で505千人泊であったが，震災

の影響により平成23年は184千人泊ま

で落ち込んだ．その後徐々に持ち直し，

平成26年では341千人泊であった．震災

後は，親日の方がたくさんいらっしゃる

台湾から多くの観光客にお越しいただ

いており，震災前の8割程度まで回復し

ている．他方，中国は7割程度，香港や

韓国は3割前後に留まっている．海外か

らの観光客の多くは，東京や大阪での

買い物を楽しみながら富士山等の世界

遺産を巡る観光パターンを採る．東北地

方としては，自然・食・祭といった豊富な

観光資源を一層発信していかなければ

ならない．

図―2は東北各県の観光をめぐる動

向を整理したものである．現在までの取

組み，及び今後実施予定の取組みとし

て，デスティネーションキャンペーンやサ

ミット，国際会議等の行事を整理したも

■図—1　沿岸部の鉄道の復旧に向けた取組み（JR在来線等）
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のである．今後も様 な々策を講じて東北

に来ていただけるよう取り組んでいかな

ければいけない．

図―3は，観光庁と東北運輸局が推

進している観光復興対策事業を整理し

たものである．具体的には，①情報サイ

ト「東北物語」を通じた太平洋沿岸エリ

アの最新の旅情報の発信，②旅行の着

地側では，専門家と地域の方が一緒に

なった様 な々コンテンツの旅行商品化の

検討，③旅行の発地側では，日本旅行

業協会との連携によるモニターツアーを

実施し，その感触を踏まえた商品造成

支援等を行っている，このように，発地

側・着地側の双方で様 な々工夫を行って

いる状況である．

また，平成26年12月には台北で日本

東北六県感謝祭を行った．台湾は迅速

な見舞金・義援金による支援だけでな

く，非常に多くの方が東北を訪れてくだ

さった．同 感 謝 祭 は 台 湾 花 博 会 場

EXPO Domeで，4日間に渡って開催さ

れた．東北各県の伝統芸能の披露や名

産品の試食・試飲などが好評であり，期

間中4万人の方が入場した．現地のメディ

アも大々的に報道し，大盛況であった．

1.3  造船業の復興

国土交通省は，被災地域の基幹産業

である水産業を支えるため，造船業の復

興を通じた市町の立て直しに貢献したい

と考えている．同地域には，津波によっ

て甚大な被害を受けたことで，事業を再

開できていない造船所や，大きな揺れに

より地盤が沈下し，建造や修繕能力を

充分に回復できていない造船所等があ

る．関東と比べて，零細な造船所が多い

ので，合併等を通じた経営基盤の強化

を行い，本格的な復興へとつなげていき

たいと考えている．平成25年8月に造船

■図—4　造船業の復興（補助金交付予定の造船所）

■図—2　観光をめぐる最近の東北各県の動向

■図—3　観光復興に向けた取組み（東北地域観光復興対策事業）
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業等復興支援事業費補助金という制度

を創り，8件の事業への補助金交付が決

定している（図―4）．最大規模の事業

は，宮城県気仙沼市で約70億円に及ぶ．

同事業は，地盤沈下による土地の制約

等により震災前と同様の造船・修繕能力

まで回復できない造船所4社が合併し，

最新鋭の造船施設を整備していこうと

いうプロジェクトである．しかし，新会社

は設立されたものの，造船施設予定地

の取得や整備等の課題が残っているた

め，東北運輸局は本省海事局や地元自

治体と連携しつつ，支援を進めていく予

定である．

2―― 鉄道，自動車，海上交通の各分野に

わたる取組み

2.1  安全・安心の確保

東北地方は，10社以上の地方民鉄・

三セクが運行している．また，管内の全

ての県が海に面していることから海上交

通の安全確保が極めて重要であり，船

舶や船員の安全確保の徹底を図ってい

る．しかし，漁船の海難は後を絶たない．

平成24年には宮城県の金華山東方沖で

パナマ船籍の貨物船とカツオ一本釣り

漁船が衝突し，漁船乗組員13名が亡く

なったという痛ましい事故が起きた．こ

うした漁船の海難を防止するため，平成

26年末に国土交通省東北運輸局，海上

保安庁第二管区海上保安本部，総務省

東北総合通信局の連携のもと，東北地

区漁船海難防止連絡会が設置され，対

策強化に取り組んでいる．具体的には，

合同での訪船指導やAIS（船舶自動識

別装置）の導入促進などの安全対策を

進めている．

陸上交通においては，平成24年に関

越道で，乗客7名死亡38名重軽傷の高速

ツアーバスの大きな事故が発生し，これ

を契機に安全対策の強化が図られた．

東北地方では，高速道路の拡充により，

多くの高速バスや貸切バスが運行されて

いるが，東北運輸局としては平成25年に

策定された「高速・貸切バスの安全安心

回復プラン」のもと，的確な運用を行って

いきたいと考えている．また，「事業用自

動車総合安全プラン2009」の中間見直

しを踏まえ，運転者の体調急変に伴う事

故防止等の新たな重点施策等について

も取り組んでいきたいと考えている．

2.2  地方創生

人口減少や高齢化が急速に進行する

なか，地方創生や人口減少の克服に向

けて政府一丸となって取り組む司令塔と

して，まち・ひと・しごと創生本部が平成

26年に設置された．現在，同事業では，

人口減少が進む地域で生活サービスが

効率的に入手できるよう買い物や医療と

いった「まちの機能」をできるだけコン

パクトに集約し，都市内部や近接都市間

を交通ネットワークで適切に結ぶとい

う，いわゆる「コンパクト＋ネットワーク」

をキーワードとした施策を進めている．

具体的には，①平成25年に施行された

交通政策基本法に基づいた交通政策

基本計画（平成27年2月策定）や地域公

共交通活性化再生法（平成26年11月改

正）等の制度面，②地域の足の確保を

支援する地域公共交通確保維持改善事

業といった予算面，③シンポジウム開催

などの情報面等の多方面から，地域公

共交通の活性化・再生，ひいては地方創

生を進めているところである．

図―5は，東北管内のまちづくり等と

連携した公共交通ネットワークの再構築

を目指した，地域公共交通網形成計画

■図—5　地方創生の推進（交通網形成計画・再編実施計画の策定状況等）
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や地域公共交通再編実施計画の策定

状況を整理したものである．由利本荘市

は平成27年度に地域公共交通網形成

計画を策定，それ以外の自治体は平成

27年度以降に策定する状況である．

3――結びにかえて

地元新聞・TVなどでは，亡くなられた

多くの方々や心の傷を抱えながら暮らし

ておられる御遺族その他被災された

方々を取り上げ，鎮魂を主題とした特集

を続けている（例：河北新報「挽歌の宛

先」）．御遺族その他の方々にも状況は

千差万別なので一括りにすることはでき

ないが，被災地を忘れずに心を寄せてい

ただきたいと思っている．そして，本日の

セミナーが，真の復旧・復興とは何なの

か，自分には何をすることが可能なのか

といったことについて，お考えいただく

機会になれば，この上なく幸いであると

思っている．

■ 会場からの御意見

○交通全体（ JRだけでなく，私鉄，バス，

航空など他の交通機関を含む）の稼

働状況など，横断的な交通情報が発

信される仕組みを考えていただけな

いか．また，災害時は携帯電話等によ

り多くの情報量が輻輳し，電話が通

じにくい状況に陥るので，その点につ

いても配慮していただきたい．

○被災後，建設業界では復興に向けて

取り組む建設業への理解を深めてい

ただくために，JTBとともに復興現場

ツアーを実施している．被災の風化防

止という観点からも，このようなツアー

を推進してはいかがだろうか．特に，

インバウンド観光の観点からは，風評

被害を払拭し，北海道新幹線の開業

などとともに海外に向けた展開も進め

ていただきたい．

○福島の観光復興のためには，補助金

依存からの脱却が不可欠である．事

業として収益を出さないと，良い人材

も集まらないし，設備投資も進まない．

観光の自立に向け，支援をお願いした

い．地元の観光業としては，特に福島

県の温泉街の街並みが崩れている点

が懸念される．昨今，空き家に対して

は制度変更等が進められているが，高

齢者の独居世帯等に対しては対策が

進んでいない．旅行者からは，旅館や

温泉は良いが，街並みは良くないといっ

た声が挙げられている．観光振興とい

う観点に留まらず，まちづくりという観

点からも検討を進めていただきたい．

○地方部の旅館は，夏休み等の時期，自

動車学校の生徒が合宿免許の関係で

長期で宿泊され，地域に対してもある

程度の経済効果をもたらしている．今

後の東北の観光を考えた場合，人生の

なかで何か大切なことを地方部で経

験するような機会を設けてはどうか．

○様々な商品を購入することができる

コンビニエンスストアを防災拠点の一

つとして位置付けられないだろうか．

○自動車は，災害発生時において，移動・

情報収集・休息という観点から非常に

便利な道具であるが，ガソリンの確保

が問題である．自動車のガソリンタン

クの容量を増やしていただけないか．

○阪神淡路大震災のときは，情報を発

信する基地局の倒壊により，小学校な

どの避難所でアナログ手段により交

通情報を収集していた． 

○訪日外国人の発地分布をみると，数は

少ないが親日国であるタイの観光客

数も回復している．タイで働く東北出

身の日本人を通じて，プロモーション

を掛けることが可能なのではないか．

○東北地方は工業も比較的盛んである．

東京では東北の見本市や産業展がよ

く開催されるが，東北での開催はいか

がだろうか．

○復旧・復興は元に戻すことに留まる．

新興という観点から検討されてみては

いかがだろうか．

（とりまとめ：小室充弘，海老原寛人）




